
社会福祉法人つくば市社会福祉協議会 

老人福祉センターとよさと機材貸出要項 

 

（目的） 

第１条 この要項は，社会福祉法人つくば市社会福祉協議会「老人福祉センタ

ーとよさと」（以下「センター」という。）が所有する機材貸出について必要

な事項を定め，市民の積極的な地域活動を促進し，地域福祉の増進を図るこ

とを目的とする。 

 

（貸出範囲） 

第２条 貸出範囲は，市内で活動するボランティア・市民活動団体及び施設ま 

たは，区会・自治会，行政機関,事業所等（以下「団体等」という。）であって， 

利用目的が地域活動または福祉の増進を目的とした事業であることとし，セン 

ター事業に支障のない範囲で貸出すものとする。 

２ 但し，次のいずれかに該当する場合は貸出ができないものとする。 

（１）営利を目的とする場合 

（２）宗教上の主義を推進し，支持し，及び信者を教化育成することを主たる 

目的とする活動 

（４）政治上の主義を推進し，支持し，またはこれらに反対することを目的とす 

る活動 

（５）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法 

  律第 77号）第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の活動 

 （６）暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは 

暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にある 

団体の活動 

（７）その他，センター所長（以下「所長」という。）が不適切と判断した場合 

 

（貸出機材） 

第３条 貸出すことのできるものは，別表のとおりとする。 

  

（借用申請） 

第４条 福祉機材の借用を希望する者（以下「申請者」という）は，借用日の 

３ヶ月前から前日までに借用申請書を所長に提出しなければならない。  

２ 所長は，申請手続きの際，申請者と確認できる書類（保険証又は自動車運 

転免許証等）の提示を求めることができる。 

３ 利用申請の受付は，センター開館日の午前 8時 30分から午後 5時 15分ま 

でとする。ただし，所長が必要と認める場合はこの限りではない。 



 

（貸出期間） 

第５条 利用者は１週間以内の範囲において，必要な期間貸出を受けることが 

できる。但し，返却の日が休日に当たる時は，その後においてその日に最も近 

い休日でない日を返却日とする。 

 

（利用料） 

第６条 利用料は，無料とする。 

 

（利用者の遵守事項） 

第７条 利用者は最善の注意をして借用した機材を使用・保管し，次の行為を 

遵守しなければならない。 

（１） 利用者は，借用した機材を転貸または改造しないこと 

（２） 利用者は，借用した機材を紛失及び故意又は過失により破損させた時は，

センターに対し，修復あるいは代価支払いの責務を負うこと 

（３） 貸出が終了した場合，遅滞なく返却すること 

（４） この要項に規定する用途以外に使用しないこと 

 

（利用の中止） 

第８条 機材の故障等により安全に使用できないとセンターが判断した時は， 

事前に借用申請があった場合でも貸出しの中止ができるものとし，その旨を 

速やかに申請者へ連絡をするものとする。また，その際の申請者への補償は 

行わないものとする。 

 

（委任） 

第９条 この要項に定めるもののほか，福祉機材の貸出に関し，必要な事項は 

 別に定める。 

 

附 則  

  この要項は，平成２７年１２月１４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第３条関係） 

№ 機材名 貸出可能数量 備考 

１ グラウンドゴルフ・ホールポストセット ８ １セット８ホール 

２ グラウンドゴルフ・スティックセット ２５ １セット６本 

３ グラウンドゴルフ・メジャー ３  

４ テント（スチール） ２ 大２張 

５ 輪投げセット １０  

６ ペタンク ５ ２個で１組 

７ 玉入れセット １ 紅１ 白１ 

８ 大玉（紅白） ２ 紅１ 白１ 

９ 綱（綱引き） １  

１０ 寝袋 ７  

１１ シャッフルボード １  

１２ ユニカール 1  

１３ 対局時計 ２０  

１４ パイプイス １０  

１５ オーバルボール １  

１６ スカットボール １  

１７ フリーブロー １  

１８ 神戸ミニヤード １  

１９ 業務用扇風機 ２  

 


